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告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
者
の
自
立
を
考
え
る
あ
し
た
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

小
山 

シ
ズ
イ 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
蕨
市
中
央
七
丁
目
二
一
番
八
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
障
害
者
の
働
く
場
所
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
が
、
現
状
で
は
、

な
か
な
か
就
労
の
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
一
層
の
社
会
的
自
立
を
目
指
し
、
宅
配
弁

当
ら
く
ら
く
を
運
営
し
て
お
り
ま
す
。
一
人
暮
ら
し
、
高
齢
者
、
市
役
所
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
、
一

般
家
庭
等
へ
宅
配
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
、
地
域
社
会
と
の
交
流
も
深
め
、
も
っ
て
障
害
者
の
人
達

も
と
も
に
豊
か
な
人
生
を
送
り
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ
と
す
て
ー
し
ょ
ん 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

髙
橋 

千
代
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鳩
ケ
谷
市
八
幡
木
一
丁
目
一
八
番
地
の
二
〇 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
あ
た
り
ま
え
の
生
活
が
保
障
さ
れ
、
と
も
に
生

き
る
社
会
を
目
指
す
た
め
、
地
域
の
障
害
者
に
対
し
就
労
・
生
活
・
余
暇
に
関
す
る
支
援
事
業

を
行
い
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
じ
み
っ
こ
・
夢
み
ら
い 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

本
橋 

千
賀
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
鶴
馬
三
五
一
六
番
地
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
自

主
性
・
創
造
性
・
社
会
性
を
育
て
る
活
動
を
推
進
す
る
。 

 
 

ま
た
、
継
続
的
に
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
守
り
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
生
き
る
力
を
育
む

活
動
に
取
り
組
み
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
や
多
文
化
の
交
流
を
通
じ
、
地
域
が
支
え
あ
う
社
会
を
目

指
す
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぶ
ど
う
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

吉
野 

房
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
笹
井
三
千
二
百
十
二
番
地
の
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
正
に
応
じ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又

は
社
会
生
活
を
営
め
る
よ
う
支
援
を
行
い
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
市
民
に
も
広
く

理
解
と
協
力
を
求
め
る
た
め
の
啓
蒙
普
及
活
動
を
行
い
、
相
互
に
人
格
と
個
人
を
尊
重
し
障
が

い
者
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
出
来
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
所
沢
市
思
い
出
語
り
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

堀 

葛
郎 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
北
秋
津
六
百
八
番
地
の
六 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
所
沢
地
区
の
高
齢
者
同
士
、
高
齢
者
を
介
護
す
る
家
族
、
保
健
施
設
や
老
人

施
設
等
の
利
用
者
や
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
、
「
思
い
出
語
り
」
の
手
法
を
活
用
し
て
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ケ
ア
を
図
り
、
相
互
援
助
的
人
間
関
係
を
築
き
な
が
ら
生
活
の
質
の
向
上
を
目

指
す
。
ま
た
、
若
年
者
に
対
し
て
も
、
聴
く
力
と
話
す
力
や
共
感
性
を
育
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
能
力
の
向
上
を
図
る
活
動
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
プ
ラ
ウ
ド 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

峯
﨑 

克
尚 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
砂
久
保
一
二
七
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
障
が
い
者
と
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、
障
害
者
自
立
支
援
法 

 

に
基
づ
き
、
よ
り
充
実
し
た
社
会
生
活
を
営
む
為
の
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
又
、 

 

障
が
い
者
へ
の
労
働
の
場
の
提
供
や
就
労
移
行
・
継
続
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、 

 

健
全
で
豊
か
な
地
域
社
会
の
確
立
並
び
に
社
会
福
祉
全
体
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と 

 

す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
六
号



告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
長

総
合
射
撃
場
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
秩
父
開
発
機
構 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
東
町
二
十
九
番
二
十
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
七
号



告 
 

示 

 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
児
童
養
護
施
設
お
お
里
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
八
号



告 
 

示 

  
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
た

め
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
撤
回
日
を
も
っ
て
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚

生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

飯
能
市
国
民
健
康
保
険
飯
能
市

立
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

病 

院 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
能
市
大
字
虎
秀
二
五
番
地
一 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平
成
二
十
一

年
十
二
月
二

十
七
日 

 

 

撤
回
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
八
―
三
二
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

熊
谷
市
小
島
五
二
七
番
地
外
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
七
三
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

   

埼
玉
県
告
示
第
十
号



告 
 

示 

 
 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
上
尾
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

埼
玉
県
告
示
第
十
一
号



告 
 

示 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

北

飾
郡
松
伏
町 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
松
伏
町
大
字
松
伏
二
千
四
百
二
十
四
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

埼
玉
県
告
示
第
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
大
宮
公
園
の
一
部
の
区
域
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

ア
メ
ニ
ス
埼
玉
グ
ル
ー
プ 

 
 

東
京
都
港
区
三
田
四
丁
目
七
番
二
十
七
号 

二 

管
理
す
る
区
域 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
寿
能
町
及
び
堀
の
内
町
並
び
に
見
沼
区
大
和
田
町
地
内 

三 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
十
三
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

高 

沢 

清 

史 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

  
 

 

川
越
北
環
状
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
寺
山
字
宮
田
三
五
一
番
一

地
先 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
一
月
七
日 午

後
五
時 

供
用
開
始
の
期
日 

  

延
長
三
五
・
四

〇
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ 

第
二
一
〇
一
二
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日 

 
 

第
二
一
〇
一
四
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
小
見
野
字
家
附
町
一
〇
〇
五
ー
一
の
一
部
、
大
字
梅
ノ
木
字
家 

 
 

 
 

附
町
一
三
ー
二
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

坂
戸
市
八
幡
二
ー
五
ー
二
四 

松
栄
コ
ー
ポ
ラ
ス
三
〇
四
号
室 

 
 

野
村 

俊
幸 

  
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

藤 
 

 

巧 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
四
日 

 
 

指
令
熊
建
セ
第
〇
八
二
〇
〇
〇
〇
四
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

第
十
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
西
ノ
入
字
萩
和
田
五
六
三
番
一 

外
十
一
筆 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
新
宿
区
岩
戸
町
九
番
地 

 
 

富
士
警
備
保
障
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

鶴
賀
孝
宏 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
八
月
十
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
六
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

第
三
三
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
杉
内
一
五
二
九
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

久
喜
市
南
二
―
一
〇
―
一
一 

 
 

黒
木 

烈
・
黒
木 

三
紀
子 
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